
～新規就農者定着支援事業～

　新規就農者が経営を開始する際に必要となる農業機械の導入経費を助成します。
　認定新規就農者 または ５年以内の認定農業者
　１／３以内（補助金額の上限は 66.6万円）
　機械（農業経営に最低限必要となるもので、エンジン、モーター等の
　動力があるもの）の導入にかかる経費

　　　　　　　　　　　　　　　　※１ 性能保証がある場合は中古機械も可（個人間の売買は不可）　

　令和　　　　　年　　　　月　　　　日

　〒　　　－

　宮崎市

（例）☑ 加温機  （ 新 品 ・ 中 古 ）  （規格：500型1台,600型1台）
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≪　申　込　書　≫

【 対 象 者 】
【 補 助 率 】
【 対 象 経 費 】

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝以下、ご記入ください＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記載日

連絡先

加温機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

トラクター （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

管理機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

動力噴霧機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

発電機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

炭酸ガス発生装置 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

自動開閉機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

換気扇 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

液肥混入機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

畝たて機 （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

その他（　　　　　 　　　） （ 新 品 ・ 中 古 ） （規格：　　　　　　　　）

住所

ふりがな

お名前

内容

お問い合わせ先・提出先　
　　宮崎市　農政企画課　（第４庁舎６階）　　　　担当　担い手対策係　金丸
　　電話　　 ２１ー１７８５　　FAX　　４４ー０７７０
　　メール　 15nousei@city.miyazaki.miyazaki.jp


